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議案第３７号 普通公園（東郷地域）の指定管理者の指定について 

【都市整備課】 

 

 

１ 指定管理者に行わせる施設の概要 

施設名：普通公園（東郷地域） 

⑴設置条例 薩摩川内市普通公園条例 

⑵設置目的 地域住民の憩いの場 

⑶施設の事業内容  － 

⑷現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

⑴ 普通公園の維持管理に関する業務 

⑵ 普通公園の運営に関する業務 

⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、市が必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

 

３ 指定管理候補者の概要 

⑴名称 斧渕地区コミュニティ協議会 

⑵所在地 薩摩川内市東郷町斧渕６１８番地４ 

⑶代表者名 会長  宮路 武信 

⑷設立年月日 平成１７年４月１日 

⑸基本財産  － 

⑹職員数 ９人（令和６年７月現在） 

⑺事業概要 

ア 斧渕地区の総合的施策に関する事項 

イ 市の行政施策に対する支援・協力・要望に関する事項 

ウ 斧渕地区内諸団体の事業活動に関する事項 

エ 地域情報化に関する事項 

オ 斧渕地区の地域づくりとなるイベント等の施策に関する事項 

カ 斧渕地区の伝統行事や伝統芸能の保存継承に関する事項 

キ その他目的達成に必要な事項 

 

４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴基本方針 

薩摩川内市まちづくりの基本「“地域力”が奏でる“都市力”の創出」の

姿勢に基づき「人・心・自然ふれあう斧渕」に一人ひとりが創り、一人ひと

りが育む、交流躍動と農（食）・住の斧渕つくりの推進のために「参画によ

るコミュニティ活性化」「自然を活かした教育・文化のまちづくり」「健康で

いきいきと暮らせて共に支え合うまちづくり」「安全・安心のまちづくり」
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「活力を創出するまちづくり」「環境・生活基盤のまちづくり」の６つの基

本を定め、すべての基本方針を達成するためのふれあいの場としての普通

公園を、適正な管理運営のもとで管理し、斧渕の振興を図る。 

薩摩川内市東郷地域普通公園を管理することによって、自治活動組織の

機能と充実、地区の人材や資源を活かし次世代への育成に繋げることが出

来る。又、子育て緑地広場として世代間との交流を深めるためのイベントや

高齢者の生きがいづくりの場などに活用していく。 

⑵管理計画 

ア 電気・機械等保全業務、清掃、警備等について 

(ｱ) 毎週 1回安全点検を行い保全につとめ、安全安心な公園整備とする。 

(ｲ) 遊具点検は、目視と動かしてみて不具合を発見即是正する。 

(ｳ) 週２回トイレ清掃とごみ拾いを行い環境美化と清潔清掃に万全を期

す。（同時にトイレットペーパーなど消耗品を補充する。） 

(ｴ) 犬・猫等の糞処理について、担当者の見回りのほか、児童クラブが公

園を利用する際見回り糞処理消毒する。 

(ｵ) 浄化槽管理は清掃管理業者に委託する。 

イ 樹木等の管理業務について 

(ｱ) 草取りは年７回実施。地区コミを中心に、近隣自治会との協働作業

により、公園利用促進とコミュニティの和を広げ、身近な自分達の公園

として愛着をもたせる。高齢者クラブに癒しと健康促進をかねて、一部

草取りを依頼していく。 

(ｲ) 年１回不要な立木枝を伐採剪定する。 

(ｳ) 芝生の剥離箇所は砂をまいて養生する。剥離が広範囲な場合は場所

を仕切り、一定期間使用を控える。バリケードと表示板で案内し安全を

優先する。 

⑶運営計画 

ア 利用者に対するサービス向上の取組みについて 

(ｱ) ニーズの把握と業務への反映方法、トラブル防止、苦情等への対応

方法 

幼児は保護者が付き添って、親子の触れ合う広場であってほしい。

また高齢者の方々には、いつでも公園に足を運び語らい癒しの場であ

るように、公園を清潔感のある清掃管理に努めていく。 

トラブル等については常に把握できる体制を確立し、いつでもどこ

でも対応できるように、地区コミ役員全部が情報を共有し対処できる

ようにしていく。 

イ 利用促進、利用者増への取組みについて 

利用促進、利用者増の目標を達成させるための計画、広報活動など 

公園内でのイベント、ふれあいの場をもうけ、特に異年齢・異世代

間交流で、親から子へ子から孫へと斧渕の良さを語らい集い会う広場

として提供する。 

特に舟倉公園については、高齢者のグラウンドゴルフ・ペタンク運
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動広場、幼稚園児の野外活動の場、並びに子育て支援の放課後児童ク

ラブ活動の場になるよう整備に努める。 

高齢者の方々と協働参画で、四季おりおりの花を咲かせ公園を明る

く楽しい広場になるよう努める。児童生徒について、中秋の名月を仰

ぎながら、相撲大会・綱引き大会を、自治会保護者と連携しながらす

すめていく。地産地消の青空市を企画し、商店街の活性化に役立てて

いく。 

ウ 個人情報の保護や情報の公開について 

個人情報については、細心の注意をはらい、都市整備課・東郷支所の

指導を仰ぎながら、情報漏れ等によるトラブルをなくしていく。 

⑷組織体制 斧渕地区コミュニティ協議会組織図に則る 

⑸支出計画 

 

項  目 
金額（千円） 

令和７年度 

支 出 

人件費 ３６５ 

光熱水費 ７０ 

修繕費 ５０ 

管理費 １４１ 

委託費 ２６０ 

公租公課 ０ 

雑費 ５ 

合計 ８９１ 
 

 

５ 選定経過の概要 

⑴選定委員会開催日 令和６年１１月１３日（水） 

⑵選定委員 
東郷支所長、都市整備課長、財産マネジメント課長、地元代表者等 

（３名）  計６名 

⑶応募団体数 
ア①民間事業者   ②ＮＰＯ法人   ③出資法人   ④その他 １ 

イ①市内事業者 １ ②市外事業者   ③県外業者    計 １者 

⑷選定の理由 

薩摩川内市普通公園（東郷地域）指定管理候補者選定委員会の審査

において、施設の維持管理を行う上で必要な知識・人員等を有してお

り、指定管理候補者として適当であると判断されたため、選定した。 

⑸採点結果表 
別紙のとおり。 



別紙 
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採点結果表 

 

 審査項目 配点 斧渕地区コミュニティ協議会 

１ 事業計画書による施設の運営が、市民の安全と平等利用の確保を図るものであるか。 

 
利用者の安全対策及び緊急な事故等を想定した
マニュアルを定めており、適切な対応がなされ
ているか。 

６０  ４０ 

 
公平、公正性が確保され、利用者、関係者等の
意見等により特定の団体等を優遇する可能性は
ないか。 

２ 事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービスの向上が図られ
るか。 

 
施設の効用が最大限発揮された計画となってい
るか。 

１２０  ９０ 

 
利用等に関係する者のニーズの把握及び実現策
は適切か。 

３ 施設の管理経費の縮減が図られているか。 

 
経費の縮減は図られているか、内容は適切か、
また、縮減の見込みはあるか。 

１８０ １１２ 

 
市が示した「管理運営経費基準額（年額）」を
クリアしているか。 

４ 事業計画に沿った管理・運営を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

 経営状況は良好であるか。 

１８０ １１９ 

 
管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針を
持っているか。 

 
施設の管理及び維持・補修等の計画や方針は適
切か。 

 
安定した運営を行うため、職員の採用、確保、
指導・研修体制はとられているか。 

５ その他市長が定める必要な事項。 

 
同種又は類似施設の管理運営の実績、地域活動
参加等社会貢献活動の実績はあるか。 

６０  ４２ 

合 計 ６００ ４０３ 


